
第
五
節
　
同
和
対
策
事
業
か
ら
地
域
改
善
対
策
へ

一
　
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
の
施
行

地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
の

制
定
と
地
域
改
善
対
策
事
業

同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
が
昭
和
五
十
七
（
一
九
八
二
）
年
三
月
末
を
も
っ
て
失
効
し
た
こ

と
に
伴
い
、
新
た
に
四
月
か
ら
「
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
」
が
五
カ
年
の
時
限
法
と
し

て
施
行
さ
れ
た
。
本
法
は
、
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
施
行
一
三
カ
年
の
成
果
を
踏
ま
え
、
な
お
残
さ
れ
た
課
題
を
解
決
す

る
た
め
、
新
た
な
観
点
を
加
え
た
新
規
立
法
と
し
て
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
法
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
①　

�

法
の
対
象
地
域
は
、
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
と
同
一
で
あ
る
こ
と
。

　
②　

�

地
域
改
善
対
策
事
業
の
内
容
及
び
範
囲
は
、
施
行
令
で
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
③　

�

地
域
改
善
対
策
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
対
象
地
域
と
周
辺
地
域
と
の
一
体
性
の
確
保
及
び
公
正
な
運
営
に
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
規
定
を
新
た
に
設
け
て
い
る
こ
と
。

　
④　

�

地
域
改
善
対
策
事
業
に
対
し
て
は
、
従
前
の
同
和
対
策
事
業
に
対
す
る
も
の
と
同
様
の
財
政
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

　
⑤　
法
の
有
効
期
間
は
五
カ
年
で
あ
る
こ
と
。

　
ま
た
、
法
施
行
に
当
た
っ
て
の
配
慮
事
項
と
し
て
国
は
都
道
府
県
に
対
し
、
次
の
三
点
を
指
示
し
た
。

　
①　

�

地
域
改
善
対
策
事
業
は
、
広
く
国
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る
と
い
う
立
場
か
ら
運
用
に
当
た
る
こ
と
。

　
②　

�

地
域
改
善
対
策
事
業
は
も
と
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
が
独
自
に
実
施
す
る
関
係
施
策
に
つ
い
て
も
、
そ
の
事
業
の
内
容
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及
び
運
営
に
関
し
て
適
正
化
及
び
効
率
化
を
図
り
、
広
く
住
民
一
般
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
る
よ
う
積
極
的
に
努
め
る

こ
と
。

　
③　

�
物
的
施
設
に
つ
い
て
は
、
周
辺
地
域
と
の
間
に
格
差
の
な
い
も
の
を
整
備
し
、
そ
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
周
辺
地
域

の
人
々
の
利
用
に
も
供
す
る
よ
う
配
意
を
す
る
こ
と
。
ま
た
、
個
人
給
付
的
事
業
に
つ
い
て
は
、
行
政
の
主
体
性
を
確

保
し
つ
つ
、
そ
の
運
営
の
公
平
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
地
域
改
善
対
策
事
業
を
展
開
し
て
き
た
が
、
国
は
、
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
の
期
限
が
残
り
一
年
と

な
っ
た
昭
和
六
十
一
年
、
総
務
庁
の
附
属
機
関
で
あ
る
地
域
改
善
対
策
協
議
会
に
、
地
域
改
善
対
策
の
現
状
を
踏
ま
え
部
落
差

別
を
根
本
的
に
解
決
さ
せ
る
た
め
に
、
今
後
、
真
に
必
要
な
も
の
は
何
か
と
い
う
基
本
的
課
題
に
つ
い
て
の
検
討
を
委
ね
た
。

同
年
十
二
月
、
同
協
議
会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
関
係
各
大
臣
に
対
し
て
「
今
後
に
お
け
る
地
域
改
善
対
策
に
つ
い
て
」
の

意
見
具
申
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
の
第
一
と
し
て
差
別
意
識
を
解
消
す
る
こ
と
、
第
二
と
し
て
住
宅

地
区
改
良
事
業
の
一
部
に
事
業
の
取
組
が
遅
れ
、
昭
和
六
十
二
年
度
以
降
の
事
業
量
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
第
三
と
し
て
雇
用
、

産
業
振
興
の
分
野
に
お
い
て
、
全
国
水
準
に
比
べ
れ
ば
、
不
安
定
就
労
者
や
小
規
模
零
細
企
業
の
割
合
が
高
い
こ
と
を
挙
げ
て

い
る
。

　
さ
ら
に
、
同
意
見
具
申
で
は
、
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
は
、
対
策
事
業
の
実
施
に
当
た
り
、
国
庫
負
担
・
補
助
率
、
地

方
債
及
び
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
の
特
別
措
置
を
講
じ
て
い
る
が
、
法
律
が
失
効
す
る
と
取
組
が
遅
れ
て
い
る
地
方
公
共
団
体

の
財
政
負
担
が
増
し
、
事
業
の
推
進
が
困
難
に
な
る
こ
と
か
ら
、
今
後
と
も
国
の
財
政
措
置
を
定
め
た
特
別
立
法
が
必
要
で
あ

る
と
し
た
。
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政
府
は
、
こ
の
意
見
具
申
を
受
け
、
同
年
十
二
月
に
「
今
後
に
お
け
る
地
域
改
善
対
策
に
関
す
る
大
綱
」
を
定
め
、
現
行
事

業
の
見
直
し
と
行
政
運
営
の
適
正
化
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
た
。
最
終
の
特
別
法
と
し
て
、「
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に

係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
」（
以
下
、
地
対
財
特
法
）
の
法
案
を

昭
和
六
十
二
年
二
月
に
国
会
へ
提
出
、
同

年
四
月
に
五
カ
年
の
時
限
法
と
し
て
同
法

は
施
行
さ
れ
た
。

　
な
お
、
本
法
制
定
の
主
な
趣
旨
・
内
容

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
①　

�

こ
れ
ま
で
の
特
別
対
策
か
ら
一
般

対
策
へ
円
滑
に
移
行
さ
せ
る
た
め

の
特
別
法
と
す
る
。

　
②　

�

新
法
で
実
施
さ
れ
る
事
業
は
、
真

に
必
要
な
地
域
改
善
対
策
特
定
事

業
（
五
五
事
業
）
に
限
定
す
る
。

　
③　

�

地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
要
す

る
経
費
に
つ
い
て
は
、
事
業
が
円

表68　地域改善対策特定事業

事業区分 関係省庁 事業概要

生活環境の改善
に関する事業

建設省
（11事業）

住宅対策事業（住宅地区の環境の整備改善、住宅
新築資金等貸付事業等）
都市計画事業（街路、公園、下水道の整備）
道路事業（道路の整備）

厚生省
（7事業）

環境改善施設整備事業（地区内道路、下水排水路
等の整備）

自治省
（1事業）

消防施設等整備事業（消防ポンプ自動車、防火水
槽等の整備）

産業の振興に関
する事業

農林水産省
（9事業）

農林漁業対策事業（農業基盤整備事業等、漁港改
修事業等）

通商産業省
（5事業）

中小企業対策事業（高度化資金の融資事業、経営
指導員等による経営改善普及事業等）

職業の安定に関
する事業

労働省
（6事業）

職業訓練受講資金等貸付け事業、雇用主に対する
指導・啓発事業等

教育の充実に関
する事業

文部省
（9事業）

学校教育関係（高等学校等進学奨励金の貸与等）
社会教育関係（同和教育指導者の研修等）

人権擁護活動の
強化に関する事
業

総務庁
（1事業）

公務員等に対する講演会・研修会の開催、啓発映
画の作成等による啓発活動

法務省
（2事業） 人権侵犯事件の調査、人権相談等

社会福祉の増進
に関する事業

厚生省
（4事業）

隣保館の整備及び運営等
社会福祉施設の運営（保育所運営事業）

（『地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の解説』を参照して作成）
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滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
国
が
特
別
の
財
政
措
置
を
引
き
続
い
て
講
じ
る
。

　
④　

�
施
策
の
対
象
地
域
を
、
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
い
て
事
業
が
実
施
さ
れ
た
地
域
に
限
定
す
る
。

　
⑤　

�
法
の
有
効
期
間
は
五
カ
年
と
す
る
。

　
こ
の
地
対
財
特
法
も
有
効
期
間
は
五
カ
年
で
あ
り
、平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
効
力
を
失
う
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
国
が
残
事
業
の
調
査
を
し
た
結
果
、
平
成
四
年
度
以
降
に

お
い
て
も
な
お
引
き
続
き
実
施
す
べ
き
事
業
が
見
込
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、
直
ち

に
一
般
対
策
へ
全
面
的
に
移
行
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
現
実
的
で
も
な
い

た
め
、
真
に
必
要
な
四
五
事
業
に
絞
っ
て
有
効
期
限
を
五
年
間
延
長
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　
県
で
は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
か
ら
「
同
和
局
」
を
「
地
域
改
善
局
」
に
改

称
す
る
な
ど
関
係
部
署
の
名
称
変
更
を
行
う
と
と
も
に
、
同
和
対
策
事
業
特
別

措
置
法
に
基
づ
き
実
施
し
て
き
た
県
単
独
事
業
に
つ
い
て
は
、
地
域
改
善
対
策

特
別
措
置
法
と
の
整
合
性
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
事
業
の
内
容
や
運
営
に
つ
い

て
十
分
検
討
を
加
え
、
適
正
化
を
図
っ
た
。

　
ま
た
、
昭
和
六
十
年
十
一
月
に
総
務
庁
の
委
託
を
受
け
て
地
域
啓
発
等
実
態

把
握
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
同
年
十
二
月
に
は
、
県
総
合
計
画
審
議
会
か
ら

答
申
を
得
て
策
定
し
た
「
兵
庫
二
〇
〇
一
年
計
画
」
の
中
に
、
部
落
差
別
の
解
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消
を
基
本
的
人
権
に
係
る
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
、
今
後
と
も
人
権
意
識
の
普
及
高
揚
を
図
る
た
め
の
教
育
、
啓
発
活
動
を
推

進
す
る
こ
と
と
し
た
。
昭
和
五
十
五
年
か
ら
地
対
財
特
法
が
終
了
す
る
平
成
十
三
年
度
ま
で
の
年
次
別
決
算
の
推
移
は
図
122
の

と
お
り
で
あ
っ
た
。

二
　
地
域
改
善
対
策
事
業
の
推
進

生
活
環
境
の
改
善
と

社
会
福
祉
の
増
進

地
域
改
善
対
策
と
し
て
の
生
活
環
境
改
善
対
策
は
、
部
落
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
諸
施
策
の
根
底
と

な
る
も
の
で
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
お
り
、
中
心
的
な
事
業
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
た
め
、
対
象
地
域
の
生
活
環
境
を
改
善
す
る
た
め
の
事
業
は
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
お
り
、
大
き
く
分
け
て
、
①
公
営
住

宅
建
設
事
業
及
び
住
宅
地
区
改
良
事
業
等
、
②
都
市
計
画
事
業
及
び
道
路
事
業
、
③
環
境
改
善
施
設
整
備
事
業
で
あ
る
。

　
同
和
対
策
か
ら
地
域
改
善
対
策
へ
移
行
後
も
、
公
営
住
宅
建
設
事
業
及
び
住
宅
地
区
改
良
事
業
等
は
、
継
続
し
て
実
施
さ
れ

た
。
昭
和
六
十
一
年
度
ま
で
に
、
地
域
改
善
向
（
同
和
向
）
公
営
住
宅
が
、
四
四
市
町
に
お
い
て
、
第
一
種
公
営
住
宅
一
〇
〇

〇
戸
、
第
二
種
公
営
住
宅
三
二
〇
九
戸
、
合
計
四
二
〇
九
戸
建
設
さ
れ
て
い
る
（
四
十
四
年
度
か
ら
の
集
計
）。
ま
た
、
既
設
の

公
営
住
宅
に
つ
い
て
も
、
四
市
町
で
二
三
七
戸
が
改
善
さ
れ
て
い
る
（
昭
和
五
十
五
年
度
か
ら
の
集
計
）。
住
宅
（
小
集
落
）
地
区

改
良
事
業
も
、
一
〇
市
一
二
町
六
三
地
区
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
（
昭
和
四
十
四
年
度
か
ら
の
集
計
）。
そ
の
他
、
住
宅
の
新
築

資
金
や
改
修
資
金
の
貸
付
事
業
な
ど
も
行
わ
れ
た
。

　
都
市
計
画
事
業
及
び
道
路
事
業
の
う
ち
、
下
水
道
事
業
で
は
、
昭
和
六
十
一
年
度
ま
で
、
公
共
下
水
道
事
業
が
一
〇
市
三
町
、

都
市
下
水
道
事
業
が
二
市
四
町
で
実
施
さ
れ
、
ま
た
街
路
事
業
で
は
、
五
十
八
年
度
か
ら
六
十
二
年
度
ま
で
の
道
路
整
備
五
カ
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次
に
、
社
会
福
祉
の
増
進
に
つ
い
て
は
、
対
象
地
域
住
民
の
社
会
福
祉
の
一
層
の
充
実
を
図
る
た
め
、
そ
れ
ま
で
の
事
業
を

引
き
継
い
だ
。
地
域
改
善
対
策
事
業
に
お
い
て
も
、
対
象
地
域
住
民
及
び
近
隣
地
域
住
民
（
以
下
、
地
域
住
民
）
に
対
し
て
、
生

活
上
の
各
種
相
談
事
業
を
は
じ
め
社
会
福
祉
・
保
健
衛
生
に
関
す
る
事
業
を
総
合
的
に
行
う
た
め
、
隣
保
館
や
保
育
所
、
児
童

館
、
共
同
作
業
場
の
設
置
や
保
健
衛
生
対
策
を
進
め
た
。

　
隣
保
館
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
一
年
度
に
は
、
県
内
で
九
七
館
、
設
置
率
は
五
四
・
五
％
で
は
あ
っ
た
が
、
集
会

施
設
（
二
九
二
カ
所
）、
教
育
集
会
所
（
三
九
カ
所
）
で
も
対
応
し
て
お
り
、
市
町
で
計
画
し
た
も
の
の
整
備
に
つ
い
て
は
お
お

年
計
画
の
実
施
に
よ
り
地
域
改
善
対
策
と
し
て
の
街
路
の
整
備
も
促
進
さ
れ

た
。

　
ま
た
、
環
境
改
善
施
設
整
備
事
業
の
う
ち
、
地
方
改
善
施
設
整
備
事
業
は
、

同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
施
行
前
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
地
域
改
善

対
策
特
別
措
置
法
施
行
後
は
周
辺
地
域
と
の
一
体
性
の
確
保
と
い
う
観
点
で

推
進
し
て
き
た
結
果
、
対
象
地
域
の
生
活
環
境
は
格
段
に
向
上
し
、
一
般
地

域
と
の
格
差
は
平
均
的
な
水
準
と
し
て
概
ね
是
正
さ
れ
た
と
い
え
る
状
況
に

な
っ
た
。
な
お
、
と
畜
場
（
食
肉
セ
ン
タ
ー
）
に
つ
い
て
は
、
と
畜
場
汚
水

処
理
施
設
の
整
備
や
対
象
地
域
外
へ
の
移
転
及
び
統
廃
合
を
行
う
場
合
の
と

畜
場
施
設
の
整
備
に
対
し
助
成
さ
れ
、
昭
和
六
十
一
年
度
に
は
、
こ
れ
ら
の

事
業
に
よ
っ
て
、
地
域
改
善
対
策
と
し
て
と
畜
場
の
整
備
事
業
は
完
了
し
た
。

表69　地域改善向（同和向）公営住宅建設状況

区分
年度

市町
数

建設戸数（戸） 建設事業費
（百万円）

補助金
（百万円）第1種 第2種 計

昭和55 9 5 106 111 817 538
56 6 5 67 72 695 455
57 3 43 31 74 637 366
58 2 4 29 33 292 187
59 1 4 2 6 60 33
60 1 6 7 13 112 66
61 6 10 98 108 1,015 661
62 1 0 15 15 147 98
63 1 0 10 10 86 57

平成4 1 0 2 2 27 18
合計 31 77 367 444 3,888 2,479

� （『兵庫の同和対策』を参照して作成）
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む
ね
完
了
し
た
。
ま
た
、
隣
保
館
は
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
地
域
住
民
の
生
活
課
題
に
応
じ
た
長
期
的

展
望
の
下
に
毎
年
度
事
業
計
画
を
決
定
し
、
こ
の
計
画
に
基
づ
い
た
事
業
を
通
し
て
地
域
住
民
の
交
流
活
動
を
積
極
的
に
推
進

す
る
中
で
、
人
権
意
識
の
高
揚
と
相
互
理
解
が
図
ら
れ
た
。

　
一
方
で
、
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
国
の
施
策
と
し
て
、
対
象
地
域
の
児
童
が
五
〇
％
以
上
入
所
し
て
い
る
保
育
所
に
対
し
て
、

昭
和
四
十
年
代
後
半
か
ら
、
保
母
（
現
保
育
士
）
の
加
配
を
行
う
と
と
も
に
、
被
服
等
を
貸
与
す
る
事
業
を
行
っ
て
き
た
が
、

昭
和
五
十
六
年
度
末
で
被
服
等
の
貸
与
を
廃
止
し
、
五
十
八
年
度
末
で
保
母
加
配
も
廃
止
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
児
童

館
の
施
設
整
備
費
及
び
運
営
費
の
国
庫
補
助
制
度
は
、
地
域

改
善
対
策
特
別
措
置
法
が
昭
和
六
十
一
年
度
に
失
効
し
た
こ

と
に
伴
っ
て
六
十
二
年
度
以
降
は
一
般
対
策
に
移
行
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
保
健
衛
生
対
策
に
つ
い
て
は
、
対
象
地
域
に
お
い

て
比
較
的
罹
患
率
の
高
い
ト
ラ
ホ
ー
ム
の
予
防
及
び
治
療
を

図
る
ト
ラ
ホ
ー
ム
予
防
事
業
を
行
っ
て
い
た
が
、
生
活
環
境

の
向
上
等
に
よ
り
患
者
が
減
少
し
た
た
め
、
昭
和
五
十
九
年

度
末
で
廃
止
し
た
。

産
業
の
振
興
と
職

業
の
安
定
対
策

本
県
の
対
象
地
域
に
お
け
る
農
家
は
、

一
般
的
に
零
細
兼
業
農
家
が
大
半
で
あ

る
上
、
生
産
基
盤
の
整
備
水
準
が
低
位
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、

表70　トラホーム予防事業実施状況

区分
年度

一般検診 患者検診 通院治療
総事業費 （うち国庫

補助額）受診者数 薬剤投与 受診者数
昭和45 3,515 690 0 3,359 （1,845）
　　46 4,050 512 49 4,493 （2,396）
　　47 3,860 361 39 5,060 （2,707）
　　48 4,696 485 51 4,422 （2,383）
　　49 4,720 309 58 5,089 （2,474）
　　50 4,236 296 43 4,843 （2,375）
　　51 2,856 352 25 4,626 （2,968）
　　52 2,226 259 20 4,127 （2,603）
　　53 1,863 161 10 4,095 （2,597）
　　54 1,435 73 5 3,077 （2,000）
　　55 1,107 79 2 2,494 （1,600）
　　56 1,019 61 2 2,494 （1,600）
　　57 574 25 1 1,233 （800）
　　58 274 13 0 411 （294）
　　59 169 16 0 148 （98）
計 36,600 3,692 305 49,971 （28,740）

� （『兵庫の同和対策』を参照して作成）

（人、千円）
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昭
和
三
十
年
代
か
ら
農
山
漁
村
同
和
対
策
事
業
を
実
施
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
い
、
対

象
地
域
農
業
の
生
産
基
盤
と
経
営
近
代
化
施
設
の
整
備
及
び
こ
れ
ら
を
活
用
す
る
営
農
技
術
等
の
向
上
を
図
る
た
め
の
各
種
施

策
を
推
進
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
施
策
は
五
十
七
年
の
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
施
行
後
も
継
続
し
て
い
た
。

　
中
で
も
、
農
林
業
生
産
基
盤
整
備
事
業
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
ほ
場
整
備
、
農
道
、
か
ん
が
い
排
水
を
実
施
し
た
。
こ
れ

ら
は
、
農
業
生
産
性
の
向
上
に
大
き
く
寄
与
し
、
ほ
場
条
件
の
改
善
に
よ
り
一

層
の
推
進
が
な
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
農
林
業
近
代
化
施
設
整
備
事
業
に
お
い
て
は
、
共
同
作
業
所
、
共
同

育
苗
施
設
、
特
殊
林
産
物
栽
培
施
設
、
共
同
栽
培
施
設
等
を
設
置
し
、
そ
の
結

果
、
農
作
業
の
共
同
化
や
受
委
託
が
進
む
な
ど
関
係
市
町
、
農
林
業
関
係
団
体

及
び
住
民
が
積
極
的
に
取
り
組
み
、
市
町
が
当
初
計
画
し
て
い
た
事
業
に
つ
い

て
は
ほ
ぼ
完
了
し
た
。

　
中
小
企
業
対
策
に
つ
い
て
は
、
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
い
、

「
同
和
地
区
専
任
経
営
指
導
員
制
度
」
が
、「
地
域
改
善
対
策
担
当
経
営
指
導
員

制
度
」
に
名
称
を
変
更
し
た
。
昭
和
六
十
三
年
三
月
の
時
点
で
、
一
〇
商
工
会

議
所
及
び
商
工
会
連
合
会
に
地
域
改
善
対
策
担
当
経
営
指
導
員
二
四
人
及
び
補

助
員
一
人
を
配
置
し
、
対
象
地
域
の
小
規
模
事
業
者
に
対
し
公
平
な
経
営
指
導

を
行
っ
た
。
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ま
た
、
中
小
企
業
の
事
業
所
に
対
す
る
金
融
面
の
支
援
と
し
て
、「
同
和
企
業
振
興
資
金
融
資
制
度
」
を
設
け
、
経
営
の
安

定
及
び
発
展
の
た
め
に
必
要
な
事
業
資
金
を
融
資
し
て
き
た
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
時
に
、
借
入
れ
の
際
に
必
要
な
信
用
保
証
料

の
全
額
を
補
助
す
る
と
と
も
に
、
支
払
利
子
の
一
部
を
補
給
す
る
振
興
資
金
融
資
利
子
・
保
証
料
補
給
制
度
を
設
け
て
き
た
が
、

同
和
企
業
振
興
資
金
融
資
制
度
は
、
昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
一
般
施
策
に
移
行
し
た
。
た
だ
、
昭
和
五
十
六
年
度
以
前
の
制
度

利
用
者
に
対
し
て
は
、
引
き
続
き
支
払
利
子
の
一
部
を
補
給
し
た
。

　
さ
ら
に
、
昭
和
五
十
三
年
度
か
ら
、
皮
革
産
業
の
振
興
を
図
る
た
め
、
海
外
皮
革
産
業
の
実
情
調
査
や
内
外
で
の
製
品
展
示

会
の
開
催
、
新
商
品
開
発
の
事
業
を
実
施
し
た
。

　
技
術
指
導
の
面
に
つ
い
て
は
、
皮
革
産
業
等
を
対
象
に
、
県
立
工
業
試
験
研
究
機
関
の
研
究
員
及
び
外
部
の
専
門
家
等
を
派

遣
す
る
巡
回
技
術
指
導
を
実
施
し
た
。
こ
の
よ
う
な
き
め
細
か
な
指
導
を
継
続
し
た
結
果
、
技
術
改
善
・
経
営
改
善
に
意
欲
的

に
取
り
組
む
事
業
所
が
増
加
し
、
高
付
加
価
値
製
品
の
製
造
、
生
産
の
合
理
化
・
省
力
化
等
を
促
進
し
た
。

　
職
業
の
安
定
対
策
に
つ
い
て
は
、
対
象
地
域
住
民
の
雇
用
の
促
進
と
職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
に
は
、
雇
用
主
が
、
同
和
問

題
に
つ
い
て
正
し
い
理
解
と
認
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
合
理
な
就
職
差
別
事
件
の
根
絶
を
見

る
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
職
業
安
定
機
関
は
、
従
来
か
ら
、
企
業
が
新
た
な
従
業
員
の
採
用
に
当
た
っ
て
は
公

正
な
選
考
を
実
施
す
る
よ
う
雇
用
主
に
啓
発
指
導
を
行
っ
た
。
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
施
行
時
と
同
じ
よ
う
に
、
企
業
内

同
和
問
題
研
修
推
進
員
の
設
置
を
促
進
し
、
並
び
に
日
本
工
業
規
格
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
）
履
歴
書
、
統
一
応
募
用
紙
の
使
用
の
徹
底
を

図
る
た
め
、
各
事
業
主
へ
そ
の
趣
旨
の
理
解
と
認
識
を
指
導
し
た
。

　
ま
た
、
対
象
地
域
生
徒
の
近
代
的
産
業
へ
の
就
職
促
進
の
た
め
、
新
規
学
校
卒
業
者
に
対
し
て
、
学
校
と
連
携
し
な
が
ら
職
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業
指
導
、
職
場
適
応
指
導
等
の
就
職
促
進
対
策
を
積
極
的
に
推
進
し
た
。

　
さ
ら
に
、
対
象
地
域
住
民
に
対
し
て
は
、
就
職
の
促
進
を
図
る
た
め
、
職
業
指
導
の
充
実
、
職
業
訓
練
の
受
講
あ
っ
せ
ん
を

表71　就職資金貸付及び就職支度金支給状況（昭和45年度〜平成6年度）

区分

年度

就職資金貸付状況 就職支度金支給状況
1人当たり
貸付額（円）

人員 1人当たり
支給額（円）中学 高校 大学 一般 人員 中学 高校

昭和45 10,000 538 538
46 10,000 495 495

47 30,000
（50,000）1,397 354 563 1 479 10,000 395 395

48 35,000
（55,000）2,129 331 724 13 1,061 10,000 325 355

49 42,000
（66,000）2,031 183 886 35 925 15,000 1,031 188 843

50 50,000
（80,000）2,620 191 854 29 1,546 20,000 1,030 188 842

51 55,000
（88,000）2,185 187 963 15 1,020 20,000 1,027 133 894

52 60,000
（96,000）2,168 202 1,046 23 897 20,000 1,378 271 1,107

53 65,000
（103,000）1,949 189 940 23 797 20,000 1,216 226 990

54 69,000
（109,000）1,635 222 742 17 654 20,000 1,158 203 955

55 73,000
（115,000）1,754 253 991 31 479 20,000 1,164 253 911

56 79,000
（125,000）1,755 234 999 30 492 20,000 1,252 234 1,018

57 83,000
（131,000）1,197 185 729 8 277

58 86,000
（136,000）1,191 205 682 13 291

59 88,000
（139,000）1,121 188 681 11 241

60 90,100
（142,300）1,178 230 714 24 210

61 55,700
（88,000） 5 0 3 0 2

62 56,500
（89,000） 4 0 2 0 2

63 57,100
（90,300） 0 0 0 0 0

平成元 58,700
（92,800） 0 0 0 0 0

2 60,700
（96,800） 3 2 0 0 1

3 62,800
（99,100） 0 0 0 0 0

4 64,800
（102,300） 1 0 0 0 1

5 65,900
（104,000） 0 0 0 0 0

6 66,200
（104,500） 0 0 0 0 0

（注）1．（　）内は扶養家族を有する者　　2．就職資金貸付は昭和47年10月から実施
� （『兵庫の同和対策』を参照して作成）
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積
極
的
に
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
円
滑
な
就
職
を
側
面
的
に
援
助
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
就
職
資
金
貸
付
及
び
就
職
支
度

金
の
給
付
等
の
各
種
援
護
措
置
を
講
じ
て
き
た
が
、
就
職
支
度
金
制
度
は
、
国
の
施
策
が
充
実
し
て
き
た
の
で
、
昭
和
五
十
六

年
度
末
で
廃
止
し
た
。

三
　
地
域
改
善
対
策
と
し
て
の
教
育
・
啓
発
の
推
進

地
域
改
善
対
策
と
し

て
の
教
育
の
概
要

地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
五
十
七
年
四
月
、県
教
育
委
員
会
で
は
、「
同
和
教
育
」

を「
地
域
改
善
対
策
と
し
て
の
教
育
」に
変
更
し
、教
育
委
員
会
事
務
局
の「
同
和
教
育
指
導
室
」も「
地

域
改
善
対
策
室
」
に
改
め
た
。
そ
し
て
、
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
に
新
た
に
盛
り
込
ま
れ
た
、
対
象
地
域
と
周
辺
地
域
と

の
一
体
性
の
確
保
と
事
業
の
公
正
な
運
営
に
努
め
る
こ
と
の
趣
旨
を
生
か
し
、
学
校
教
育
、
社
会
教
育
を
通
し
て
憲
法
に
保
障

さ
れ
た
基
本
的
人
権
を
尊
重
す
る
教
育
を
徹
底
し
て
き
た
。

　
ま
た
、
昭
和
六
十
二
年
、
地
対
財
特
法
の
施
行
に
伴
い
県
教
育
委
員
会
は
、「
地
域
改
善
対
策
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別

措
置
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
」
の
教
育
長
通
知
を
行
い
、
こ
の
教
育
を
基
本
的
人
権
を
尊
重
す
る
教
育
と
し
て
生
涯

学
習
の
一
環
に
位
置
づ
け
、
学
校
教
育
、
社
会
教
育
の
あ
ら
ゆ
る
機
会
と
場
を
通
し
て
積
極
的
な
推
進
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

　
さ
ら
に
、
平
成
四
年
「
地
域
改
善
対
策
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
」
に
伴
い
、
国
に
お

い
て
、
就
労
対
策
、
産
業
の
振
興
、
教
育
、
啓
発
等
の
事
業
が
、
今
後
に
お
け
る
施
策
の
重
点
課
題
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ

れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
「
差
別
意
識
の
払
拭
」「
教
育
上
の
較
差
の
解
消
」
を
課
題
と
し
、「
差
別
の
な
い
、
と
も
に
生
き
る

社
会
」
を
目
指
し
て
、
こ
の
教
育
を
積
極
的
に
推
進
し
た
。
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県
教
育
委
員
会
で
は
、「
地
域
改
善
対
策
と
し
て
の
教
育
の
徹
底
に
つ
い
て
」
の
教
育
長
通
知
を
行
う
と
と
も
に
、
部
落
差

別
を
解
消
す
る
に
当
た
っ
て
、
人
権
意
識
の
高
揚
を
図
る
観
点
か
ら
、
様
々
な
人
権
問
題
に
つ
い
て
の
基
礎
的
知
識
を
重
視
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

学
校
に
お
け
る
地
域
改
善
対

策
と
し
て
の
教
育
の
推
進

教
育
委
員
会
は
、
児
童

生
徒
に
対
し
て
部
落
差

別
を
解
消
す
る
実
践
力
を
育
成
す
る
た
め
児
童
生
徒
用

資
料
を
刊
行
し
、
部
落
差
別
に
関
わ
る
正
し
い
知
識
教

材
、
豊
か
な
心
を
育
て
る
感
動
教
材
な
ど
に
よ
り
人
権

意
識
の
高
揚
を
図
っ
て
き
た
。

　
昭
和
五
十
七
年
に
は
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
が

施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
、

小
学
校
高
学
年
用
『
友
だ
ち
』
を
、
翌
五
十
八
年
に
は

中
学
生
用
『
友
だ
ち
』
を
改
訂
し
た
。
ま
た
、
高
校
生

用
『
高
校
生
と
同
和
問
題
』
の
一
部
改
訂
を
行
う
と
と

も
に
資
料
名
を
『
生
き
か
た
の
探
求
』
と
改
称
し
た
。

昭
和
五
十
九
年
に
は
、
続
い
て
『
生
き
か
た
の
探
求
』

追
加
資
料
を
刊
行
し
た
。

表72　地域改善対策としての教育（同和教育）資料作成状況

年度 児童生徒用資料 指導者用資料

昭和57

『友だち』小学校高学年用改訂 小学生用『友だち・指導の手引』
『地域改善対策としての教育─指導
の手引─』
『県立学校実践記録集』

58
『友だち』中学生用改訂 中学生用『友だち・指導の手引』
高校生用を改訂し、『生きかたの
探求』に改称

『県立学校実践記録集』

59
『生きかたの探求』追加資料 『部落差別を解消する教育─カリ

キュラム試案─』
『県立学校実践記録集』

60
『部落差別を解消する教育のあゆみ
同和教育指導室地域改善対策室小史』
『県立学校実践記録集』

61 高校生用『生き方の探求』を改訂
平成元 高校生用『指導の手引』改訂

2 小学生低学年用『ともだち』改訂 小学生低学年用『指導の手引』改訂
3 小学生用『友だち』改訂 小学生用『指導の手引』改訂
4 中学生用『友だち』改訂 中学生用『指導の手引』改訂

� （『兵庫の同和対策』を参照して作成）
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昭
和
五
十
年
代
後
半
の
資
料
の
改
訂
に
際
し
て
は
、
各
領
域
で
の
活
用
を
具
体
的
に
示
す
と
と
も
に
、
共
感
的
な
心
情
教
材
、

結
論
を
急
が
ず
多
様
な
意
見
が
出
や
す
い
教
材
、
今
日
的
な
青
少
年
問
題
を
考
え
る
教
材
な
ど
を
取
り
入
れ
差
別
解
消
へ
の
実

践
力
を
育
て
る
よ
う
配
慮
し
た
。
ま
た
、
昭
和
六
十
三
年
度
に
は
、
人
権
を
尊
重
す
る
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
、
人
権
・

差
別
に
関
す
る
基
本
的
理
解
を
深
め
さ
せ
る
た
め
に
高
校
用
教
育
資
料
『
生
き
方
の
探
求
』
を
全
面
改
訂
し
た
。
さ
ら
に
、
平

成
二
年
度
か
ら
の
資
料
改
訂
に
関
し
て
は
、
差
別
を
生
み
出
し
て
い
る
心
理
的
土
壌
の

変
革
を
図
る
こ
と
と
し
、
二
年
度
か
ら
四
年
度
に
か
け
て
、
小
学
校
低
学
年
用
『
と
も

だ
ち
』、
高
学
年
用
『
友
だ
ち
』、
中
学
生
用
『
友
だ
ち
』
の
改
訂
を
順
次
行
っ
た
。
な

お
、
児
童
生
徒
用
資
料
の
改
訂
に
あ
わ
せ
て
、
指
導
者
用
資
料
も
順
次
改
訂
さ
れ
た
。

教
育
資
料
作
成
状
況
は
表
72
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
奨
学
制
度
に
つ
い
て
は
、地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
い
「
奨
学
資
金
」

等
を
高
校
生
及
び
高
等
専
門
学
校
生
に
は
給
付
、
短
期
大
学
生
及
び
大
学
生
に
は
貸
与

と
し
て
実
施
し
た
。
こ
の
事
業
は
、
昭
和
四
十
一
年
度
か
ら
六
十
一
年
度
ま
で
の
二
一

年
間
に
延
べ
九
万
六
〇
〇
〇
人
の
高
校
生
、
大
学
生
等
に
給
付
、
貸
与
し
て
き
た
。

　
な
お
、
昭
和
六
十
二
年
の
地
対
財
特
法
の
施
行
に
よ
り
、
国
に
お
い
て
も
特
別
対
策

事
業
が
整
理
さ
れ
、
高
校
生
及
び
高
等
専
門
学
生
へ
の
奨
学
資
金
が
給
付
か
ら
貸
与
に

制
度
変
更
さ
れ
た
（
経
過
措
置
と
し
て
同
年
九
月
ま
で
給
付
）。

　
ま
た
、
推
進
教
員
の
配
置
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
七
年
度
、
同
和
教
育
推
進
教
員

表73　教育推進員配置状況

年度
地区

昭和
55 56 57 58 59 60 61 62 63

平成
元 2 3 4 5 6

阪神 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
東播磨 11 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
西播磨 11 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
但馬 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
丹有 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
淡路 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
室（課） 2 4 6
計 42 42 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

� （『兵庫の同和対策』を参照して作成）
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の
名
称
を
「
地
域
改
善
対
策
と
し
て
の
教
育
推
進
教
員
」
と
改
め
、対
象
地
域
児
童
生
徒
の
基
本
的
生
活
習
慣
の
確
立
や
高
校・

大
学
進
学
率
の
上
昇
、
進
路
指
導
の
徹
底
な
ど
に
成
果
を
上
げ
て
き
た
。

社
会
教
育

の
充
実

地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
い
、
部
落
差
別
解
消
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
県
民
に
徹
底
し
、
人

権
尊
重
の
精
神
を
具
体
的
に
生
か
し
、
と
も
に
生
き
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
、
社
会
教
育
資
料
の
作

成
に
努
め
た
。

　
昭
和
五
十
七
年
度
に
は
、
学
校
教
育
・
社
会
教
育
を
通
じ
て
学
ぶ
た
め
の
『
地
域
改
善
対
策
と
し
て
の
教
育
─
指
導
の
手
引

き
─
』
を
刊
行
し
、
六
十
年
度
に
は
、
子
育
て
の
在
り
方
や
女
性
の
生
き
方
を
見
直
す
こ
と
を
通
し
て
人
の
生
き
方
を
考
え
さ

せ
る
保
護
者
用
テ
キ
ス
ト
『
い
ま　
緑
の
風
の
な
か
で
』
を
刊
行
し
た
。

　
ま
た
、
社
会
教
育
関
係
団
体
等
の
指
導
者
の
研
修
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
九
年
度
か
ら
兵
庫
県
連
合
婦
人
会
、
兵
庫
県
Ｐ

Ｔ
Ａ
協
議
会
、
兵
庫
県
連
合
青
年
団
、
兵
庫
県
公
民
館
連
合
会
の
四
団
体
の
指
導
者
を
対
象
に
し
た
研
修
事
業
を
実
施
し
た
。

　
人
権
思
想
の
普
及
・
啓
発
を
図
る
た
め
教
育
事
務
所
に
設
置
さ
れ
た
教
育
推
進
員
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
七
年
度
に
名
称

を
「
地
域
改
善
対
策
教
育
推
進
員
」
と
改
め
、
積
極
的
な
啓
発
を
進
め
た
。

　
同
和
地
区
教
育
事
業
は
、
昭
和
五
十
七
年
度
に
地
域
改
善
対
策
対
象
地
域

教
育
事
業
（
学
力
補
充
学
級
・
解
放
学
級
）
と
名
称
を
改
称
し
、
内
容
を
整
理

し
て
、
青
少
年
、
成
人
、
奨
学
資
金
受
給
生
の
学
習
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
。

　
さ
ら
に
、
対
象
地
域
に
お
け
る
社
会
教
育
活
動
を
振
興
す
る
た
め
の
地
域

改
善
対
策
（
同
和
対
策
）
集
会
所
の
整
備
は
、
昭
和
六
十
一
年
度
現
在
六
市

写真 181　�保護者用テキスト『い
ま�緑の風のなかで』
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二
〇
町
で
三
九
館
が
整
備
さ
れ
、
市
町
教
育
委
員
会
が
計
画
し
た
集
会
所
の
整
備
は
完
了
し
た
。

兵
庫
県
同
和
教
育
研

究
協
議
会
の
活
動

地
域
改
善
対
策
の
時
代
は
、
兵
庫

県
同
和
教
育
研
究
協
議
会
（
以
下
、

兵
同
教
）
と
し
て
は
活
動
内
容
の
充
実
、
内
面
深
化
の
時

期
で
あ
っ
た
。
主
と
し
て
同
和
学
習
の
授
業
に
直
結
す
る

学
習
資
料
を
次
々
に
作
成
し
、
教
育
現
場
に
頒
布
し
た
。

ま
た
、
同
和
教
育
を
「
深
め
る
」「
広
め
る
」
意
味
か
ら
、

研
究
大
会
中
央
大
会
の
分
科
会
の
中
に
「
特
別
部
会
」
を

設
置
し
た
。

　
兵
同
教
の
活
動
と
し
て
、
昭
和
五
十
六
年
度
か
ら
「
学

習
資
料
検
討
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
、
掛
図
、
オ
ー
ト
ス

ラ
イ
ド
な
ど
の
学
習
資
料
の
作
成
に
取
り
か
か
っ
た
。
昭

和
五
十
七
年
三
月
に
初
め
て
の
兵
同
教
作
成
学
習
資
料
が

作
成
さ
れ
、
四
月
か
ら
指
導
の
手
引
き
と
と
も
に
県
内
各

地
に
頒
布
し
、
活
用
さ
れ
た
。

啓
発
活
動

の
推
進

同
和
対
策
か
ら
地
域
改
善
対
策
へ
の
移
行

に
伴
い
、
昭
和
五
十
七
年
、「
同
和
局
」
を

表74　地域改善対策啓発事業補助金の交付状況

年度
市 町 計

補助
市数

総事業
費

補助
金額

補助
町数

総事業
費

補助
金額

補助
市町数

総事業
費

補助
金額

昭和55 20 38,593 15,475 68 63,465 27,053 88 102,058 42,528
56 20 42,121 16,117 69 64,108 27,443 89 106,229 43,560
57 20 49,142 16,996 69 69,902 30,305 89 119,044 47,301
58 21 57,165 17,940 69 70,813 30,089 90 127,978 48,029
59 21 59,359 18,110 69 73,716 30,472 90 133,075 48,582
60 21 61,186 18,261 70 76,746 31,620 91 137,932 49,881
61 21 67,791 18,516 70 79,798 31,941 91 147,589 50,457
62 21 68,965 18,443 70 80,150 31,836 91 149,115 50,279
63 21 65,130 18,615 70 85,269 32,009 91 150,399 50,624

平成元 21 71,995 18,645 70 92,729 32,510 91 164,724 51,155
2 21 69,072 18,855 70 96,017 32,627 91 165,089 51,482
3 21 71,512 18,726 70 95,905 32,980 91 167,417 51,706
4 21 75,549 18,768 70 99,768 33,035 91 175,317 51,803
5 21 72,453 18,780 70 100,105 33,119 91 172,558 51,899
6 21 78,120 18,830 70 102,032 33,141 91 180,152 51,971

計 948,153 271,077 1,250,523 470,180 2,198,676 741,257
� （『兵庫の同和対策』を参照して作成）
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「
地
域
改
善
局
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、「
県
立
同
和
研
修
セ
ン
タ
ー
の
じ
ぎ
く
会
館
」（
五

十
一
年
設
置
）
を
、「
県
立
の
じ
ぎ
く
会
館
」
に
名
称
変
更
し
た
。
そ
し
て
「
差
別
を
な
く

そ
う
県
民
運
動
」
の
下
、
市
町
、
市
町
教
育
委
員
会
や
神
戸
地
方
法
務
局
、
兵
庫
県
人
権

擁
護
委
員
連
合
会
な
ど
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
、
引
き
続
き
、
県
民
に
対
す
る
啓
発

活
動
を
積
極
的
、
計
画
的
に
実
施
し
た
。
講
演
会
や
研
修
会
の
開
催
、
ポ
ス
タ
ー
や
啓
発

資
料
の
作
成
・
配
付
、
啓
発
映
画
等
視
聴
覚
教
材
の
作
成
な
ど
様
々
な
啓
発
活
動
を
展
開

し
た
ほ
か
、
市
町
が
実
施
す
る
啓
発
事
業
に
対
し
て
補
助
を
行
い
、
全
県
的
な
啓
発
活
動

の
展
開
に
努
め
て
き
た
。

　
こ
う
し
た
部
落
差
別
の
解
消
に
向
け
た
長
年
の
取
組
の
結
果
、
対
象
地
域
に
お
け
る
生

活
環
境
等
実
態
面
の
改
善
は
か
な
り
の
成
果
を
見
る
に
至
っ
た
が
、
一
方
、
心
理
的
差
別
に
つ
い
て
は
、
な
お
十
分
な
状
況
と

は
い
え
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
引
き
続
き
県
民
の
人
権
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
の
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
三
年

十
一
月
、
行
政
が
責
任
と
主
体
性
を
も
っ
て
人
権
啓
発
事
業
を
更
に
推
進
す
る
た
め
、
県
と
県
内
全
市
町
が
共
同
で
「
兵
庫
県

人
権
啓
発
協
会
」
を
設
立
し
、
県
・
市
町
が
一
体
と
な
っ
て
、
今
日
的
な
啓
発
活
動
の
在
り
方
を
研
究
す
る
と
と
も
に
、
効
果

的
な
啓
発
手
法
を
開
発
・
実
践
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
県
は
、
同
協
会
に
対
し
て
、「
差
別
を
な
く
そ
う
県
民
運
動
」、
研
修
の
実
施
、
啓
発
教
材
の
整
備
等
の
事
業
の
委
託
及
び
補

助
を
行
い
、
全
県
的
な
啓
発
活
動
を
展
開
し
た
。

写真 182　兵庫県人権啓発協会設立記念式典
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さ
ら
に
、
同
協
会
の
設
立
に
伴
い
、
平
成
四
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
地
方
機
関
と
し
て
の
「
県
立
の
じ
ぎ
く
会
館
」
を
廃
止

し
、
人
権
拠
点
施
設
と
し
て
の
目
的
を
よ
り
効
果
的
に
達
成
す
る
た
め
、
県
は
会
館
の
管
理
を
同
協
会
に
委
託
し
た
。
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